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    午後１時００分 開議 

○議長（秋谷こうき議員） ただいまから、令和５年第４回千代田区議会定例会継続会を開会い

たします。 

 日程第１から第７を一括して議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○――――――――――――――――――― 

 議案第５０号 千代田区役所出張所設置条例の一部を改正する条例 

 議案第５１号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 議案第５２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第５３号 千代田区債権管理条例 

 議案第５４号 千代田区手数料条例の一部を改正する条例 

 議案第６０号 （仮称）四番町公共施設新設工事請負契約の一部変更について 

 議案第６１号 財産（建物）の取得について 

                             （企画総務委員会審査報告） 

 

○議長（秋谷こうき議員） 小林たかや企画総務委員長から、同委員会の審査経過及び結果につ

いて報告をお願いいたします。 

    〔小林たかや議員登壇〕 

○１９番（小林たかや議員） 企画総務委員会に審査を付託された議案のうち、７議案の審査経

過及び結果を報告いたします。 

 議案第５０号、千代田区役所出張所設置条例の一部を改正する条例は、各出張所が所轄する区

域を実態に合わせるほか、規定を整備するもので、公布の日から施行します。 

 質疑の中で、今回の条例改正で区域を変更することによって、町会区域と出張所区域との不整

合が解消されること、住民基本台帳事務や証明書発行事務のシステム化によって、どの出張所で

も同じ行政サービスを提供できるため、区域変更によって区民サービスに影響が出ることはない

こと、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５０号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５１号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例は、

婚姻を要因とする休暇、給与等制度の適用を受ける対象者として、東京都パートナーシップ宣誓

制度及び同制度と同等と認める制度を利用する者を加えるもので、令和６年４月１日から施行し

ます。 

 質疑の中で、今回の条例改正は、多様性を認め合い、包摂する社会の実現に向けた取組の１つ

であり、職員の休暇制度や給与制度を拡充することによって、パートナーがいる職員の家庭生活

への不安を解消できるように制度を整え、その結果として職務により専念できる状況をつくるこ

とで、よりよい区民サービスにつなげていきたいと考えていること。都の宣誓制度は「双方又は

いずれかの一方が、都内在住、在勤又は在学」が対象者の要件であるため、職員は、居住する自
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治体に同等の制度がなければ、都の宣誓制度を利用することができること。常に国や都の動向を

注視し、制度の見直し等も行いながら運用していくこと、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５１号は、賛成全員で可決すべ

きものと決定いたしました。 

 次に、議案第５２号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、新型インフルエンザ

等対策特別措置法および内閣法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員に支給する手当の名称

を改めるほか規定を整備するもので、公布の日から施行します。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５２号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５３号、千代田区債権管理条例は、債権管理に関する事務処理について、新たに

条例を制定するもので、一部の規定を除いて、公布の日から施行します。 

 質疑の中で、この条例は、債権管理の適正化に関して全庁的な取組を進める一方で、徴収努力

を尽くしてもなお回収見込みのない債権の適切な整理を行い、債権管理のより一層の適正化を図

ることを目的としていること。各所管において債権の適正な台帳管理をしているが、同一人物に

よる複数の債権については、部署間の連携などについて、今後も研究していくこと。債権を放棄

する場合には、地方税などの公債権の運用も参考にしながら、放棄に至るまでの調査や手続など、

厳格な対応をしていくこと。放棄した債権の公表方法については、今後も検討していくこと。よ

り適正な債権管理に向けて、事務の統一性を図るためのシステムの導入などについては、今後も

研究していくこと、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５３号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５４号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、生活衛生関係営業等の事

業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布に伴い、

条例中に引用する関係法律の条項番号を改めるもので、一部改正法の施行の日、またはこの条例

の公布の日、いずれか遅い日から施行します。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５４号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第６０号、（仮称）四番町公共施設新設工事請負契約の一部変更については、令和

２年第１回区議会定例会において議決した（仮称）四番町公共施設新設工事請負契約について、

物価等の変更に基づくスライド条項の適用、施工方法の変更等による経費増のための契約を変更

するもので、変更前の契約金額７億５,６３１万１,５３３円から約１１.２％増加し、８５億１,

５４５万４,４１２円となります。 

 質疑の中で、公共工事設計労務単価は、この１年間で５％以上、令和２年度からは９％以上増

加している状況であり、今後の工事期間中も設計労務単価の上昇が見込まれる場合、再びインフ

レスライドなどの請求がある可能性があること。契約手続に当たっては、工事所管課と連携を密

に協力しながら、できるだけ変更のないような形での発注に努めること、などが明らかとなりま
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した。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第６０号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第６１号、財産（建物）の取得については、老朽化し、耐震性に問題のある旧区立

外神田住宅の解体に向けて、当該住宅の１階及び２階の区分所有部分を取得するもので、取得対

象となる区分所有部分は１件で、取得価格は５,１９６万６,０００円です。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第６１号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上、当委員会に審査を付託されました議案のうち、７議案の審査経過及び結果の報告を終わ

ります。 

○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。 

 ただいま報告のありました議案第５０号、千代田区役所出張所設置条例の一部を改正する条例、

議案第５１号、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例、議案第５

２号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第５３号、千代田区債権管理条例、

議案第５４号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例、議案第６０号、（仮称）四番町公共

施設新設工事請負契約の一部変更について、議案第６１号、財産（建物）の取得についての７議

案は、いずれも小林たかや企画総務委員長の審査報告どおり決定したいと思いますが、異議あり

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 日程第８から第１４を一括して議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○―――――――――――――――――――   

 議案第４９号 令和５年度千代田区一般会計補正予算第３号 

 議案第５５号 千代田区プールの安全管理に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第５６号 千代田区興行場法施行条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部を改正する条 

        例 

 議案第５７号 千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 議案第５８号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び幼稚園教育職員の 

給与に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第５９号 千代田区立教育研究所条例の一部を改正する条例 

 議案第６５号 令和５年度千代田区一般会計補正予算第４号 

                              （文教福祉委員会審査報告） 

 

○議長（秋谷こうき議員） 西岡めぐみ文教福祉委員長から同委員会の審査経過及び結果につい

て報告をお願いいたします。 

    〔西岡めぐみ議員登壇〕 
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○１番（西岡めぐみ議員） 文教福祉委員会に審査を付託されました議案のうち、７議案の審査

経過及び結果を報告いたします。 

 議案第４９号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第３号は、神田さくら館から教育研究所、

白鳥教室及び児童・家庭支援センターの子育て事業係を移転するための経費として、２億３,０７

２万４,０００円を計上するとともに、こども医療費助成及びベビーシッター利用支援の執行額が

予測を上回る伸びであるため、予算の不足見込み額として、こども医療費助成は１億４,５００万

円、ベビーシッター利用支援は６,３１５万円を追加計上するものです。 

 ３事業合計で４億３,８８７万４,０００円となり、補正前の一般会計予算額７５１億１,３９８

万７,０００円から、補正後は７５５億５,２８６万１,０００円となります。 

 質疑の中で、神田さくら館からの移転については、今回の移転による白鳥教室の増教室に伴い、

通室生が増加する見込みのため、スタッフ、指導員を増やす方向で調整を図っていること。教育

研究所、白鳥教室移転後のさくら館７階は千代田小学校で活用予定であり、その対応や経費につ

いては別途調整していくこと。民間ビルを借りて、教育研究所、白鳥教室を運営しながら、さら

に低未利用地の活用等を踏まえて、最終的には総合的な児童・家庭支援センターとして１つの施

設に移転することを検討していること。こども医療費助成については、新型コロナ５類移行後、

社会活動が活性化したことに伴って感染症が拡大したことがこども医療費増加の大きな要因と考

えており、年齢が上がるにつれて活動量も増えてくると想定して、高校生等医療費助成は乳幼児

医療費助成よりも補正額の比率を高めていること。ベビーシッター利用支援については、利用の

都度申請される方よりもまとめて申請される方が多い傾向にあり、年度末に実績が増大する見込

みであること。子育て支援の目的から、保護者の負担軽減、社会活動参加への支援といった点で

のニーズがあり、申請理由等を問わないため、利用が増えてきていること。万が一、今回の補正

後、さらに不足が見込まれる場合には、別途予算対応して、補助対象となる申請を頂いた方全員

に補助できるようにしたいと考えていること、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第４９号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５５号、千代田区プールの安全管理に関する条例の一部を改正する条例は、生活

衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する

法律の制定趣旨を踏まえ、プール経営の譲渡による経営者の地位の承継をできるようにするほか、

規定を整備するものです。一部改正法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日

から施行します。 

 質疑の中で、この条例が適用されるプールは、区内に２４施設、民間が１７件で、区営が７件

あること。新規にプール経営の営業許可を取る場合と同様に、譲渡があった場合も安全管理を確

認していくこと、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５５号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５６号、千代田区興行場法施行条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部を改正
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する条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等

の一部を改正する法律の公布に伴い、興行場営業の譲渡による営業者の地位の承継を受けた場合

の手続を規定するとともに、条例中に引用する関係法律の条項番号を改めるものです。一部改正

法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行します。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５６号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５７号、千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、全世代対応型の持

続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の公布に伴い、出産

被保険者の保険料の減額措置を定めるほか、規定を整備するものです。令和６年１月１日から施

行します。 

 質疑の中で、今回の法改正に伴い、各健康保険で何らかの対応をするものと考えていることが

明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５７号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５８号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び幼稚園教育

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、婚姻を要件とする休暇、給与等制度の適用を

受ける対象者として、東京都パートナーシップ宣誓制度及び同制度と同等と認める制度を利用す

る者を加えるものです。令和６年４月１日から施行します。 

 質疑の中で、パートナーシップ制度だけでなくＬＧＢＴＱも含め、人権教育の一環として、人

権教育研修会の中で必ず取り扱っていること。幼稚園教育職員が安心して本制度を利用できるよ

う、各園に周知徹底していく考えであること、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５８号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第５９号、千代田区立教育研究所条例の一部を改正する条例は、教育研究所の移転

に伴い、その位置を改めるものです。教育委員会規則で定める日から施行します。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第５９号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 次に、議案第６５号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第４号は、「低所得世帯に対する

価格高騰特別支援給付金」を１世帯当たり７万円追加給付する経費として、３億５,３２５万５,

０００円を追加計上するものです。この結果、補正前の一般会計予算額７５５億５,２８６万１,

０００円から、補正後は７５９億６１１万６,０００円となります。 

 質疑の中で、給付金の対象となる４,９００世帯の一部には、マンション等資産を持っていても

年金生活に入って、非課税世帯になった世帯があると思われること。推奨事業メニューの給付対

象世帯は、前回の実績に合わせて想定世帯数を減らしたこと。ＱＲコードをスマートフォンで読

み込んでオンラインで申し込めるようなファストパス制度については、現在のところ対応する予

定はなく、前回までの半分以上は高齢者世帯であるため、通知による案内、支給で対応すること、
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などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論の省略を諮り、採決を行った結果、議案第６５号は賛成全員で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上、当委員会に審査を付託されました議案のうち、７議案の審査経過及び結果の報告を終わ

ります。 

○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。 

 ただいま報告のありました、議案第４９号、令和５年度千代田区一般会計補正予算第３号、議

案第５５号、千代田区プールの安全管理に関する条例の一部を改正する条例、議案第５６号、千

代田区興行場法施行条例及び千代田区旅館業法施行条例の一部を改正する条例、議案第５７号、

千代田区国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第５８号、幼稚園教育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案

第５９号、千代田区立教育研究所条例の一部を改正する条例、議案第６５号、令和５年度千代田

区一般会計補正予算第４号の７議案は、いずれも西岡めぐみ文教福祉委員長の審査報告どおり決

定したいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 日程第１５から第１７を一括して議題にします。 

  ―――――――――――――――――――○―――――――――――――――――――   

 議案第６２号 建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について 

 議案第６３号 建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について 

 議案第６４号 建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について 

                            （環境まちづくり委員会審査報告） 

 

○議長（秋谷こうき議員） 春山あすか環境まちづくり委員会福祉――失礼いたしました――副

委員長から、同委員会の審査経過及び結果について報告をお願いいたします。 

    〔春山あすか議員登壇〕 

○１２番（春山あすか議員） 環境まちづくり委員会に審査を付託されました３議案の審査経過

及び結果を報告いたします。 

 議案第６２号、建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について、議案第６３号、建物明渡等請

求事件に係る訴えの提起について、議案第６４号、建物明渡等請求事件に係る訴えの提起につい

ては、いずれも使用許可を取り消した区民住宅の住戸の明渡し等を求め、訴えの提起をするもの

です。本件は、本区では初めての事案であり、委員会として慎重に審査を行いました。 

 質疑の中で、使用料等の滞納や区民住宅の使用許可の取消事由に該当することが発覚してから

訴えの提起までに時間を要しているが、公共住宅を管理する上では、相手方の事情を確認し、福

祉的アプローチが必要かなどを含め、丁寧な対応をしているため、時間がかかること。今回の案

件の中では、福祉的アプローチは必要ないことが確認できていること。相手方と話合いをする上
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で、区の窓口のほかに、区には話しにくい事情がある場合を考慮し、弁護士の窓口も設けている

こと。今回の相手方には、区民住宅へ入居の際、区民住宅を使用するに当たっての約束事を説明

していること。そのほかに、納付相談の中で、相談者に応じた対応をしていること。また、議案

第６２、６３号に関しては、使用料等の滞納に関するため、連帯保証人に連絡をしたが、連絡が

つかない状況であること。これまでの住宅課の訴訟案件は、最高裁判所民事局長通知による訴額

算定基準から算出したところ、訴額が２００万円以下のため、専決処分により訴えの提起をして

いたこと。今回の建物明渡等請求事件は、いずれも、算出の結果、訴額である建物の評価額が２

００万円を超えたため、議案として提出したこと。訴えの提起については、事例ごとの状況はあ

るが、一定程度の考え方を整理しながら、債権管理の適正化と、滞納や課題を抱える人へ寄り添

った対応との調和が取れるよう運用を図っていくことが求められること。今回の議案を提出する

に当たっては、相手方との対応を積み重ねてきたが、分納誓約を履行しないこと。条例の明渡事

由に該当する複数の行為をしていたことなどから、使用許可取消が妥当と判断し、使用許可取消

検討会に付議したこと。使用許可取引検討会で使用を取り消すことが妥当と決定したこと。使用

許可期限を過ぎても任意に明渡しを履行しないため、訴えの提起を議案として提出することを確

認したこと。法令上、このような事案を訴訟しないとする裁量の余地は少なく、必要な措置を取

らなければ不作為に当たってしまうおそれがあること。家賃の保証会社の導入は検討しているが、

様々な課題があり、現時点ではまだ検討段階であること。今回、議案審査の前に、委員会へ事前

の情報提供はなかったが、今後は議案になることが想定された段階で、十分な資料を基に丁寧に

説明していくこと。今回の議案審査での指摘を踏まえ、訴訟提起までの流れの中で、弁護士に相

談する時期、弁護士との契約形態、使用許可取消検討会の構成、連帯保証人の現状確認や連絡を

取るタイミングなどについて、他の自治体の事例等を含めて改めて検討していく考えであること。

今回のような、職務上、法的な専門知識が求められる職員の人材育成について、ＯＪＴや法務に

関する検定等の自己啓発に努めている職員を促進・配置し、専門的な委託契約の中で事業者とノ

ウハウを共有していくこと。内部、外部の資源を活用しながら、育成を図っていること。今回の

議案は、改めて当事者間の是非を勘案する場である司法の民主的な手続に乗っていくための提案

であること。議決された場合、訴訟に移ることになり、できる限り和解の中で調整を図っていく

考えであること。裁判所を通して和解ということになれば、その結論を踏まえた債権の取扱いと

いうことになること、などが明らかになりました。 

 質疑を終了し、討論に入り、賛成の立場から、この３議案は訴えの提起について議決を求める

という、住宅の明渡し請求としては千代田区初の事例である。質疑を通じて、議案提出に至るま

での手続の改善や連帯保証人対応の適切な確認、リーガル対応、マンパワー強化の必要性や行政

組織内部の横断的対応、議会への議案提出前の丁寧な説明及び報告など、今後において適切に行

われることが確認できたので、これらの議案に賛成する、との意見がありました。 

 討論を終了し、それぞれ採決を行った結果、議案第６２号、第６３号及び第６４号は、いずれ

も賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、当委員会に審査を付託されました３議案の審査経過及び結果の報告を終わります。 
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○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。 

 ただいま報告のありました、議案第６２号、建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について、

議案第６３号、建物明渡等請求事件に係る訴えの提起について、議案第６４号、建物明渡等請求

事件に係る訴えの提起についての３議案は、いずれも春山あすか環境まちづくり委員会副委員長

の審査報告どおり決定したいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 次に、企画総務委員長、文教福祉委員長、環境まちづくり委員会副委員長、議会運営委員長、

デジタル・トランスフォーメーション特別委員長、公共施設調査・整備特別委員長、文化継承・

コミュニティ活性化特別委員長から、委員会において調査中の事件につき、会議規則第７１条の

規定に基づき、お手元に配付の特定事件継続調査事項表のとおり、それぞれ閉会中の継続調査の

申出があります。 

 お諮りします。 

 本件は申出のとおり、いずれも閉会中の継続調査に付することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 以上で、本日の日程を全て終了しました。樋󠄀口区長から閉会の挨拶をお願いします。 

    〔区長樋󠄀口高顕君登壇〕 

○区長（樋󠄀口高顕君） 令和５年第４回区議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 今回の区議会定例会におきましてご提案いたしました諸議案は、令和５年度千代田区一般会計

補正予算第３号並びに急施をもってご提案させていただきました一般会計補正予算第４号、その

他、条例の新設や一部改正などでございました。慎重なるご審議の上、いずれも原案どおりご議

決を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 今定例区議会の審議の過程で賜りました貴重なご意見、ご指摘を十分に踏まえ、今後の区政運

営に取り組んでまいります。区議会の皆様におかれましても、何とぞご理解、ご協力を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

以上をもちまして、令和５年第４回区議会定例会閉会の挨拶といたします。ありがとうございま

した。 

○議長（秋谷こうき議員） 以上で、本年第４回定例会を閉会します。 

 散会します。 

    午後１時３０分 散会 


